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新型コロナウイルス感染症の影響で、各種イベントなどは中止・延期・内容変更
となる場合があります。詳しくは、各問い合わせ先にご確認ください。

「記事ID」をご利用ください
市ホームページの記事ID検索窓に、市報に掲載しているIDを入力することで情報を確認できます。

まちセン講座に参加される皆さんへ
講座受講の際は、検温や手指消毒などへのご協力をお願いします。

※なお令和8年度の納税通知書発送日は
　4月1日（水）です

■縦覧　他の固定資産の縦覧帳簿を見て、その固定資
　産と自分の固定資産の評価額を比較することで、評価
　額が適正かを確認できる制度
●縦覧できる人　市内に所在する土地または家屋の固
　定資産税の納税義務者
●とき　４月1日（水）から30日（木）まで（土・日曜日、祝
　日を除く）、８時30分～17時15分
●ところ　市役所1階 税務課
●持ってくるもの　本人確認できるもの ※代理人の場
　合は委任状も必要です
●縦覧できる内容　土地価格等縦覧帳簿＝①所在②地
　番③地目④地積⑤価格▼家屋価格等縦覧帳簿＝①所
　在②家屋番号③種類④構造⑤床面積⑥価格
●その他　土地・家屋ともに、他人が所有する土地や家
　屋の評価内容について、詳細な説明はできません。ま
　た、縦覧帳簿のコピーはできません

　鳥栖市民憲章は、公募により集まった
38件の中から最優秀賞に選ばれた小林
肇さんの原文を鳥栖市民憲章制定委員
会が補作し、昭和59年4月1日に制定さ
れました。庁舎南に市民憲章が刻まれた

問い合わせ　税務課　☎0942-85-3590

土地・建物の評価額を確認できる
固定資産台帳の縦覧・閲覧

記事ID  0002819

問い合わせ　総合政策課　☎0942-85-3511
鳥栖市民憲章をご存じですか？

記事ID  0002695

■閲覧　納税義務者が自己の資産の確認をするための
　制度
●閲覧できる人　市内に所在する土地または家屋の固
　定資産税の納税義務者、借地・借家人など
●とき　４月1日（水）から30日（木）まで（土・日曜日、祝
　日を除く）、８時30分～17時15分
●ところ　市役所1階 税務課
●持ってくるもの　納税義務者＝本人確認できるもの 
　▼法人＝従業員証と本人確認できるもの▼借地・借家
　人＝賃貸借契約書と本人確認できるもの
　※代理人の場合は委任状も必要です
●その他　希望者は記載事項の証明書を有料で請求で
　きます

「本人確認できるもの」の一例（①②のいずれか）
①運転免許証、マイナンバーカードなど（1点）
②年金手帳と診察券など（2点）

石碑も設置されています。
■鳥栖市民憲章
　わたしたち鳥栖市民は、九千部の山なみや筑後川の、
清く美しい自然との調和をはかり、さらに交通の要所とし
ての機能を生かし、力強く未来に向かってすすみます。
1 自然を愛し、住みよいまちをつくります。
1 きまりを守り、平和で明るいまちをつくります。
1 ふれあいを大切にし、思いやりのあるまちをつくります。
1 教養を高め、文化のかおるまちをつくります。
1 働くことを喜び、活力あるまちをつくります。庁舎南に設置している石碑

やったね

■問い合わせ　環境対策課（☎85-3561）
前年同月比

前年同月比

令和8年1月分15.3kg（前年同月比±0kg） 令和8年1月分76トン（前年同月比－12トン）
１人当たりごみ排出量（月間）
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エコライフのススメ
とっとちゃんの
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資源物の回収量（月間）※皆さんの協力で集まった資源物

※家庭から出た可燃・不燃・粗大ごみ ※皆さんの協力で集まった資源物

資源物の収集量（月間） とっとちゃんの一言

がんばろう

がんばろう

がんばろう

がんばろう

お

　市の電気自動車「ビートス号」　市の電気自動車「ビートス号」

このマークが
目印だよ !!

ごみ減量報告
とっとちゃんの

新生活から始めるエコ活動のススメ
4月は始まりの季節!引っ越しや買い替えの時には、省エネ家電も検討してみよう!マイバッグやマイ
ボトルなど、小さなエコ活動から始めて、エコ習慣を身につけるのもイイね!

※前号のごみ排出量の前年同月比に誤りがありました。正しくは‐0.3㎏です。おわびして訂正します。

広告


